
○白山市交流研修施設条例施行規則  

平成１７年２月１日  

規則第１１８号  

（趣旨）  

第１条  この規則は、白山市交流研修施設条例（平成１７年白山市条例第１７

６号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。  

（利用料の減免申請）  

第２条  条例第１１条の規定により、利用料の減額又は免除を受けようとする

者は、白山里利用料減免申請書（様式第１号）を市長に提出しなければなら

ない。  

（利用料の還付申請）  

第３条  条例第１２条ただし書の規定により、利用料の還付を受けようとする

者は、白山里利用料還付申請書（様式第２号）を市長に提出しなければなら

ない。  

（その他）  

第４条  この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この規則は、公布の日から施行する。  

（経過措置）  

２  この規則の施行の日の前日までに、合併前の吉野谷村交流・研修施設の設

置及び管理に関する条例施行規則（平成１５年吉野谷村規則第５号）の規定

によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたも

のとみなす。  



 



 



様式第１号（第２条関係）  

様式第２号（第３条関係）  

 


